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さがみはら都市経営ビジョン・アクションプラン

B評価一覧　　１４件
no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

1

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
パートナーシップの
環境づくり
◆新たな公益的事
業の創出支援

【コミュニティビジネスの支
援】
①コミュニティビジネスの普
及、啓発
②起業支援
③ビジネス機会の拡大
④推進ネットワークの構築支
援
を行う。

　コミュニティビジネスの意義や
目的が市民に認知されるととも
に、起業に必要な知識や相談
ができる場がつくられ、コミュニ
ティビジネスの積極的な展開
が図られる。

・支援団体が公共サービスを受託（３件）
・NPO法人と商店街とのマッチングによる西門商店地区でCBビジネス事
業を実現（１件）
・産業振興財団と連携し､コミュニティビジネスの啓発や事業者の育成を
図るための相談窓口・ポータルサイトの運営、勉強会の開催、事業者交
流サロンの開催、支援融資制度（利子補給・信用保証料補助）を実施し
た。
　（活動内容など）
　・説明会（パイロットプロジェクトin西門）参加者数：21人
　・相談会における相談件数：50件
　・ＣＢサロン［事業者交流会］参加者数：35人

―

　平成17年度から
コミュニティビジネ
スの支援事業を
順次実施する。

経済部

2

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
団体支援の見直し
（補助制度）
◆ゼロベースから
の補助制度の再構
築

【市民企画提案型補助制度
への転換】
　第三者による補助金評価
検証機関を設置し、現行の
補助金全てに対し補助採択
や補助効果の検証を行う。
現行の補助制度はゼロベー
スから再構築する。

　「行政上、公益上の必要」か
ら、多種多様の補助金が市民
団体などに交付されている現
在の補助金の在り方が全面的
に見直され、補助制度の透明
性が高まるとともに、事業の公
共・公益性に着目した検証を
行うことで公平・公正な運用が
図られる。

・第三者機関である相模原市補助金等評価委員会の外部評価により､
事業費型補助金､事業費・運営費混在型補助金142件の見直しを実施し
た結果、3件の補助事業を廃止（総額2，367千円）し、全体の見直し（総
額24,061千円）を実施した。
＊平成18年度分廃止　　26件　　総額14,161千円
   平成19年度分廃止　　16件　　総額23,846千円
　 平成20年度分廃止　　　3件　　総額 2,367千円
　　　　　　　　　　　　　　　　（見直し　142件　　総額24,061千円）

23,846千円

　平成１７年度に
評価検証機関を
設置する。
　平成２０年度ま
でに全ての補助
金の評価・検証を
行う。

財務部

3

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
公益法人等の在り
方の見直し
◆公益法人等の経
営評価システムの
確立と在り方等の
見直し

【公益法人等の経営評価シ
ステムの確立と在り方等の
見直し】
　平成１６年度に導入した「公
益法人等の経営評価システ
ム」に基づき、毎年経営評価
を実施する。
　また、経営評価の結果に基
づき公益法人等の在り方及
び支援・関与の見直しを実
施する。

　評価結果に基づき、公益法
人等の在り方や役割、事業等
の見直し、最小限で効果的な
支援策の検討を行うことによ
り、公益法人等の主体性、自
立性が高まり、経営の健全化と
活性化が図られる。

・第三者機関である「公益法人等経営評価委員会」による経営評価を２
法人に実施し、併せて「公益法人等関係機関連絡調整会議」において、
公益法人等に関する課題解決に努めた結果、派遣職員の定数削減（1
名）や各法人のＨＰによる財務状況の公表などを実施。
＊派遣職員の削減数
　 平成17年度　　9人　（59人→50人）
   平成18年度　　7人　（50人→43人）
   平成19年度　　2人　（43人→41人）
　平成20年度 　　1人　（41人→40人）

16,100千円

　毎年評価システ
ムを運用し、公益
法人等の在り方
及び支援・関与
の見直しを実施
する。 総務局

4

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大

効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
行政評価制度の確
立と戦略的な都市
経営の推進
◆行政評価制度の
導入等

【経営評価委員会による政
策・施策評価の導入】
　政策・施策評価に経営評
価委員会による評価を導入
する。

　行政の政策・施策に関する
透明性や客観性が確保され、
市民への説明責任を十分に果
たすことができる。
　さらに、市民の視点に立った
評価を行うことにより、新たな施
策の方向性を見定めることが
できる。

・行政評価検討委員会において、施策評価の結果に基づく改善計画書
の検討と検証を行った。（18年度実施の18施策）
・平成17年度実施の政策評価について、18年度の達成状況確認のため
の事後評価を実施した。
・大規模事業評価について検討を行った。 ―

　平成17年度に
経営評価委員会
による政策・施策
評価をモデル的
に導入し、平成19
年度から、隔年で
本格実施してい
く。

企画部
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5

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効

果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
行政評価制度の確
立と戦略的な都市
経営の推進
◆行政評価制度の
導入等

【事務事業評価の改善】
　物件費・人件費などの費用
情報、現状と課題などが具体
的に記載されている事業カ
ルテとして活用できるよう、事
務事業評価の改善を実施す
る。

　行政の事務事業に関する透
明性や客観性が確保され、市
民への説明責任を十分に果た
すことができる。
　さらに、事業の有効性、必要
性を評価し改善することによ
り、適正な予算や定数の配分
を実施することができる。

・所管課が主体的に評価を実施し、説明責任を負うという視点を明確に
するとともに、成果主義による評価を徹底するなどの見直しを図り、全事
務事業のうち　　512事業について事務事業評価を実施した（３か年で全
事務事業を行う３年目）。
＜事務事業評価の結果＞
　　拡充・充実する事業　　 78事業
　　現状維持とする事業　 364事業
　　見直しを行う事業　　　   67事業
　　廃止する事業　　　　　     3 事業

161,726千円

　平成17年度から
事務事業評価を
改善し、実施す
る。
［平成18年度
　　　　評価Ｂ］

総務局

6

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果

の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間開放
の推進

【全庁をあげての民間委託
の推進】
　委託基準に基づき、民間委
託の導入を推進する。

　全ての業務について民間委
託を検討し、業務の民間委託
を継続的に実施することによ
り、全庁的な行政コストの削減
が図られる。

・平成19年３月に策定した「民間活力の活用に関する指針－行政の活
動範囲の明確化と民間委託等の推進－」について、各課・機関の長に
対し、説明会を実施したなか、民間活力のさらなる活用を促し、委託化
を進めた。
＜民営化・委託化を行った主な業務＞
　相模大野図書館窓口業務・学校作業員業務・給食調理員業務の委託
化など

　147,383千円

＊がある改善効
果額は本効果
額の内数字

　民間委託を推
進する。
［平成18年度
　　　　評価Ｂ］

総務局

7

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果
の

サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【一般ごみ収集業務】
①民間委託による夜間収集
事業実施地区を拡大する。

　業務の民間委託により、行政
コストの削減と行政サービスの
向上が図られる。

・駅周辺の夜間収集地区を2箇所（淵野辺駅南口、矢部駅南口）で拡大
実施した。
＜参考＞
　平成15年度・・・淵野辺、小田急相模原
　平成16年度・・・東林間、橋本
　平成17年度・・・相模大野、相模原
　平成18年度・・・上溝、相武台

―

　夜間収集実施
事業地区を順次
拡大する。
［平成18年度
　　　　評価Ｂ］

資源循環
部

8

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果

の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【設計業務】
　今後、増加が予想される公
共施設の改修・修繕工事に
ついて、設計業務の民間委
託を実施する。
　併せて直営による設計業
務の省力化を実施する。

　可能な業務の民間委託によ
り、行政コストの削減が図られ
る。

・委託化を推進するにあたり、課題整理を行った。
・設計業務を省力化として、新しい積算システムのＲＩＢＣ（営繕積算シス
テム）を導入した。
（参考）
平成17年度の設計業務の委託化　　　15.4％
平成18年度の設計業務の委託化　　　37.9％
平成19年度の設計業務の委託化　　　32.7％

―

　平成１８年度ま
でに設計業務の
民間委託を実施
し、平成１９年度
までに設計業務
の省力化を確立
する。

財務部

9

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果

の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
電子市役所の実現
◆電子市役所の実
現

【学校の情報化の推進】
　情報教育の充実を図るた
め、職員室のコンピュータ整
備を行い、学校間、学校と教
育委員会をネットワークで結
ぶ。

　職員室のコンピュータ整備と
学校間、学校と教育委員会の
ネットワーク化により、教育情
報の共有化が進められるととも
に、事務の効率化と通信コスト
の削減が図られる。

・小中学校全校（111校）で教職員一人に１台のパソコンの整備を完了す
るとともに、学校グループウェアの機能を充実させ、学校間・教育委員会
との文書の電子化を進めた。
・情報機器の活用方策、研修体制の充実させた（総合学習センター内25
回、移動コンピュータ研修63回）
・学校情報セキュリティポリシーの運用開始 ―

　平成１７年度か
ら３箇年で、職員
室のコンピュータ
整備を行う。
［平成18年度
　　　　評価Ｂ］ 教育局
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10

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効

果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
人事・給与制度の
見直し
◆能力と実績に応
じた人事・給与制度
の導入

【新たな職員評価制度の導
入】
　能力・業績が処遇・給与に
反映される新しい職員評価
制度を導入する。

　経験年数、年齢を考慮した
人事・給与制度から能力・業績
が人事上の処遇や給与に反
映される人事・給与制度へと転
換することにより、職員一人ひ
とりが持てる能力を最大限に発
揮し、より質の高い行政サービ
スが提供される。

・希望する職員を対象に評価制度説明会（８月と２月）及び評価者訓練
を（２月）に実施した。
・管理職について、６月期及び１２月期の勤勉手当について勤務成績区
分に職員評価結果を反映した。

―

　平成18年度から
新たな職員評価
制度を導入し、平
成１９年度から、
評価結果を処遇・
給与に反映させ
る。

総務局

11

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効

果
の
サ
ー

ビ
ス

【給与構造の改革
等の推進】
◆より適切な給与
制度の確立

【給与構造の改革等の推進】
給与水準の見直し、年功的
な給与上昇の抑制と職務・職
責に応じた給与構造への転
換等を柱とする給与制度の
見直しを行うとともに、職員手
当等の適正化を図る。

職員のやる気を喚起し、公務
の能率的かつ適正な運営を確
保して組織の活性化等に繋
げ、もって市民サービスの向上
を図る。

・初任給基準の引き下げ（行政職１、消防職）
・管理職職員の勤勉手当に対する職員評価結果の反映

―

適切な給与水
準、職務・職責に
応じた給与制度
を確立する。

総務局

12

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の
抑
制

【重点プログラム】：
市債発行の抑制
◆市債発行限度額
の設定

【市債発行限度額の設定】
　これまでの建設に係る市債
に加え、臨時財政対策債・減
税補てん債を発行抑制の対
象とし、３年ごとに３年間の市
債発行限度額の設定を行
う。

　次の世代に過重な負担を残
さず、また、弾力的な財政運営
を持続できる。

・起債事業の精査により平成１9年度の市債発行額は　14，729百万円と
なった。（平成１７年度～１９年度の発行限度額48,000百万円のうち平成
１７～１９年度の合計発行額は41,146百万円で86％の執行率）
・平成１9年度の公債費負担比率は１3．3％。

＜参考＞　　　　　　市債発行額　　　　　公債費負担比率
　平成17年度　　　13,379百万円　　　　　　13.6％
　平成18年度　　　13,038百万円　　　 　　 13.5％
　平成19年度　　　14,729百万円　　　　　  13.3％

―

　３年間で市債発
行額を限度額以
内に抑え、公債
費負担比率につ
いて、１５％以下
を維持する。

財務部

13

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の
抑

制

【重点プログラム】：
国民健康保険事業
特別会計の健全化
◆国民健康保険事
業特別会計の健全
化

【保険税収納率の向上等】
　保険税収納率向上対策の
導入、滞納処分の強化等に
より保険税の収納率を向上さ
せる。

　保険税収入の確保及び税負
担の公平性が図られる。

・納税者の利便性､収納率の向上のため、コンビニ収納等を推進した。ま
た、専任オペレータによる電話催告を一部夜間及び休日実施に拡充し
た。
・滞納処分の強化、休日納税相談等を実施した。
（収納率の推移）
　　平成17年度　　　89.57％
　　平成18年度　　　89.77％
　　平成19年度　　　90.11％

115,342千円
（収入増）

　現年度分収納
率を９０％以上と
する。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］

保険高齢
部

14

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出

の
抑
制

【重点プログラム】：
国民健康保険事業
特別会計の健全化
◆国民健康保険事
業特別会計の健全
化

【保険税率の見直し】
　独立採算の原則に基づき、
適切な保険税率の設定に努
める。

　一般会計からの繰入金が抑
制され、国民健康保険事業特
別会計の健全化が図られる。

・税率見直しを実施した。
①所得割額：改正なし　　5.76（医療分）
　　　　　　　　　　　　　　　　 1.15（介護分）
②資産割額:10.0％　　 ⇒6.60（医療分）
　　　　　　　　　2.6％　　 ⇒1.73（介護分）
③均等割額:22,500円　⇒33,000（医療分）
　　　　　　　　　5,100円　⇒　6,900（介護分）
④平等割額:改正なし　　　22,800（医療分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,400（介護分）

1,273,003千
円

（収入増）

　隔年で保険税
率の見直しを行
う。
［平成17年度
　　　　評価Ｂ］ 保険高齢

部
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B´評価一覧　　３件
P-no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

1

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
市政運営への市民
参加の促進
◆市民参加の仕組
みの構築

【市民人材バンク制度の構
築】
　個人として公益的活動に従
事できる市民を登録し、随
時、活動を行うことのできる制
度を構築する。

　市民が個々の知識、経験等
を公益的活動に生かすことの
できる仕組みが構築され、市
民参加の機会が拡大される。

さがみはら市民活動サポートセンターを運営するＮＰＯが主体となり市民
人材バンクシステム「たすかるバンク」を構築し、平成１９年１１月１日から
供用を開始した。
＊登録数（H20.4.25）
　　人材情報：８４　件、ニーズ情報：２０　件
＊マッチング数（H20.4.25）
　　　　　　　１１　件
　

―

　平成18年度に
「市民人材バンク
制度」を構築す
る。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］

市民活力
推進部

2

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
新たな受益者負担
の導入
◆一般ごみの処理
手数料の導入

【一般ごみの処理手数料の
導入】
　本市の特性や規模に相応
しい一般ごみの処理手数料
導入の方向性について検
討・実施する。

　一般ごみの処理手数料の導
入により、排出者責任が喚起さ
れ、排出量の抑制が図られると
ともに、ごみの排出量に見合っ
た費用負担が実現し、受益と
負担の適正化が図られる。

・廃棄物減量等推進審議会での審議、市民アンケートの実施、パブリッ
クコメントの実施し、一般廃棄物処理基本計画を改定した（平成20年３
月）。
・一般家庭ごみの有料化については、同計画のなかで、ごみ発生抑制
の有効な手段とは位置づけるも、まずは、旧市と津久井地域との制度統
合を行い、減量化・資源化を推進し、一定期間にわたりごみの排出量が
増加に転じるなどした場合に、市民に十分な説明を行ったうえ、有料化
に取り組むという考え方を明確にした。

―

　平成１７年度に
方向性について
決定し、その方向
性に基づき、平成
２０年度に導入す
る。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］

資源循環
部

3

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の

抑
制

【重点プログラム】：
低未利用資産の活
用等
◆資産管理の適正
化（道路残地等）

【管理体制の一元化】
　道路の機能・形態のない道
路用地等の低未利用資産を
把握し、管理体制の一元化
を図る。

　低未利用資産の現況等を把
握し、処分・活用方針を確立す
るとともに、管理体制を一元化
することにより、資産の適正管
理や有効活用が図られる。

・低未利用資産台帳整備計画（3ヵ年）の第２年度と前倒しして第３年度
を実施し、低利用地と判断された10箇所について､庁内各課に意見照
会（利用予定の有無及び売却による支障の有無）を行い、台帳整備を完
了した。（台帳登載は２８箇所）
・道路残地について､条件が整ったもの（12箇所、約390㎡）を道路管理
課に移管した。 ―

　平成１７年度に
処分・活用方針を
確立し、平成１８
年度に管理の一
元化を行う。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］

土木部
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C評価一覧　　１７件
no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

1

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
市政運営への市民
参加の促進
◆市民参加の仕組
みの構築

【パートナーシップの基本を
定める条例の制定】
   パートナーシップの目標や
理念・基本方針、市民参加
の保障、市民活動の推進
等、パートナーシップの基本
を定める条例を制定する。

　市政運営への市民参加が保
障され、市民と行政相互の信
頼関係を深めることができる。

・「協働」に関する条例について、条例市民案をパートナーシップ市民
フォーラムさがみはら（会員数約５０名）が検討を行う方針を決定し､取り
組みを進めた。
＊パートナーシップさがみはらの主な活動内容
　・「協働」に関する提言を行った（平成１９年５月）
　・条例市民案の素案を作成し、会員および市民活動サポートセンター
利用登録団体へのアンケート調査と市民意見の募集を行い、２５件の意
見が寄せられた（９～１１月）
　・市民フォーラムＨＰで、条例市民案への意見募集（２月）。意見交換
会の開催（３月）
　・条例関係の市民フォーラムの会議の開催（２１回）

―

　平成19年度に
「パートナーシッ
プの基本を定め
る条例」を制定す
る。

市民活力
推進部

2

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
団体支援の見直し
（団体事務局事務）
◆市民活動団体へ
の関与の適正化

【関与の基準策定及び評価】
　市民活動団体の自立の促
進に向け、行政からの関与
の基準を策定し、第三者機
関による評価を行う。

　基準に基づき段階的に行政
による団体事務局事務を縮小
することにより、行政の関与の
適正化が図られる。

・団体事務局事務の見直し検討委員会において､津久井４町を含めた団
体の調査を行い、関与の適否、関与の適正化の基準を定めた、関与の
基準案を策定し、取り組み結果報告書としてまとめた。
・団体を所管する課で構成する打合せ会議（全２回）を開催し、基準案と
の調整を行った。

―

　平成１８年度に
基準を策定し、平
成１９年度から基
準の運用と評価
を行う。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］ 企画部

市民活力
推進部

3

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
団体支援の見直し
（団体事務局事務）
◆新たな支援策へ
の転換

【新たな支援策への転換】
　市職員が担っている団体
事務局事務を、時限的な補
助制度等により、段階的に非
常勤職員、団体雇用職員へ
と移行する。また、市民活動
団体の自立へ向けた情報提
供や地域における経験豊か
な人材の参画を促すための
支援を行う。

　市民活動団体の自立を促進
することにより、市民と行政とが
対等な立場に立ったパート
ナーシップの構築が図られる。

・新たな支援策などを協議する場として、「地域を元気にする検討会議」
を設置し、検討を重ねた（全９回）。
・団体事務局について、常勤職員が事務局全般を担う体制から、非常勤
特別職の支援体制へ転換することの方向性などが議論されている。
・様々な地域課題（自治会加入率の低下、担い手の不足、行政依頼業
務の軽減）を検討し、積極的な支援体制を構築することが不可欠である
ことが確認された。検討内容は、平成２０年度に提言書として、関係団
体・行政に対して提言される予定。

―

　平成１９年度か
ら新たな支援策
を導入する。

企画部
市民活力
推進部

4

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
新たな受益者負担
の導入
◆対象事業の絞込
みと受益者負担の
導入

【受益者負担の導入】
　平成１５年度に策定された
「受益者負担の在り方の基本
的な考え方」に基づき、対象
事業を絞り込み、受益者負
担の導入を図る。

  受益者負担が妥当と判断さ
れる事業について、受益者負
担を導入することにより、受益
と負担の適正化が図られる。

・「受益者負担の在り方の基本的な考え方」に基づき絞り込まれた１２の
対象事業について進行管理を行った。

【未導入事業】
　身体障害者福祉バスあじさい号運行事業、芸術家協会展、市収蔵美
術品展、研究機関等開放口座
【導入済事業】
　ウイメンズカレッジ、あじさい大学運営事業、市民大学、生きがい農園、
成人歯科健康診査、市民文化祭、リーダー研修会、市民大学、総合学
習センター講座事業

―

　平成１７年度か
ら順次、受益者
負担の導入を行
う。
［平成18年度
　　　　評価B］ 企画部
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5

（
１

）
協
働
と
分
権

【重点プログラム】：
新たな受益者負担
の導入
◆公共施設駐車場
の有料化

【公共施設駐車場の有料化】
　平成１５年度に策定した「公
共施設駐車場の有料化の基
本的な考え方」に基づき、順
次有料化を実施する。
①市内５つの公園エリア
　相模原麻溝公園エリア
　相模原北公園エリア
　淵野辺公園エリア
　横山公園エリア
　鹿沼公園エリア
及び市役所周辺施設の駐車
場
②その他の公共施設駐車場

　公共施設駐車場の有料化を
順次実施することにより、公共
サービスの受益と負担の適正
化が図られる。

・市内５つの公園エリア及び市役所周辺施設駐車場の有料化につい
て、公園エリアは、公園課が、市役所周辺エリアは管財課が所管し、そ
れぞれ有料化を進めていくことの庁内調整（関係課長会議）を行った。
・公園エリアについて、平成20年度からの有料化を前提に素案を作成
し、パブリックコメントを実施したところ、多岐に渡る意見が寄せられたた
め、実施時期や実施方法などをさらに調査・検討を行うこととした。

―

　平成１８年度か
ら公共施設駐車
場の有料化を順
次実施する。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］

企画部

6

（
２

）
最
少
経
費
で
最

大
効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の目標管理
の導入

【業務の目標管理の導入】
　全ての業務の棚卸しを実
施し、適正な業務量やコスト
を明確にし、業務達成度の
目標値と評価基準を設定す
る。

　行政サービスにおけるコスト
意識を高め、各業務の見直
し、改善を進めることにより、行
政コストの削減が図られる。

・他市の実施状況、効果的な活用方法等について検討を重ねている。
・業務の目標管理は、事業の再構築、指標の設定、コストの計算など相
当な事務作業が生じるため、どのように負担を軽減していくかが課題と
なっている。

―

　平成１９年度か
ら業務の目標管
理を導入し、行政
コストの削減を図
る。 総務局

7

（
２

）
最
少
経
費
で
最

大
効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間開放
の推進

【市場化テストの導入】
　市場化テストの導入を図
る。

　官民競争入札の実施により、
最少経費で最大効果の公共
サービスを提供することが可能
となる。

・平成18年度に策定した「民間活力の活用に関する指針」において､民
間委託手法等の活用とともに､官民競争入札（市場化テスト）を新たに検
討を進めていくべき手法の一つとして位置付けた。

―

　平成１９年度か
ら市場化テストを
導入する。

総務局

8

（
２

）
最
少
経
費
で
最

大
効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【広報関連事務】
　「広報さがみはら」編集事
務及びその他の広報関連業
務について、民間委託を実
施する。

　業務の民間委託により、行政
コストの削減が図られるととも
に、民間ノウハウの活用による
魅力的な広報体制を実現す
る。

・携帯電話用ホームページを開設し、管理運営を委託した。
・政令市移行後の区版広報紙について、タウン誌など民間情報誌活用
方策を研究した。
・ホームページリニューアル作業の一部委託を実施した。
・平成20年度からのWEBサーバー（市ホームページ用）の外部委託化の
方針を決定し、準備を進めた。

―

　平成１８年度ま
でにレイアウト業
務の民間委託を
実施し、平成１９
年度以降、委託
業務の拡大を推
進する。
［平成18年度

企画部

9

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果
の

サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【情報処理システム関連業
務】
（その他の業務）
③民間委託する業務の拡大
④サーバシステムの活用
⑤他市町村との共同開発、
利用体制
⑥ＳＥの常駐化
⑦民間人材の登用
等を中心に本市の実情に
あった最適な民間委託を実
施する。

　可能な業務の民間委託によ
り、業務の専門性を高め、行政
コストの削減が図られる。

・情報システムの民間委託について、実施時期及び情報システムの最
適化計画の取り扱いについて検討を行った。

―

平成17年度から
一部の業務の民
間委託を拡大す
る
［平成17年度
　　　　評価C］

企画部



7
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10

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効

果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【庶務事務】
　各部・各課に共通した庶務
事務（服務報告、旅費支給
事務等）について、可能な業
務の民間委託を実施する。

　業務の民間委託により、行政
コストの削減が図られる。

・庶務事務の電子化の計画の実現に向け、事業計画を提出したが、「政
令市移行を見据えた、システムの機能等を研究する」という査定で、事業
計画の見直しが求められた。
・システムの調達方法、導入スケジュールについて研究を行った。

―

　平成１９年度ま
でに庶務事務の
民間委託を実施
する。

総務局

11

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大

効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
窓口サービスの向
上
◆市民の視点に
立った窓口サービ
スの改善と効率的
な事務執行体制の
確立

【窓口サービスの改善】
①事務処理時間の短縮
②窓口の統合や再配置
③総合案内機能の見直し
④玄関ロビーの活用方法
⑤休日開庁
などについて検討し、順次改
善を実施する。

　窓口での接遇の向上や、縦
割配置の是正による待ち時間
の短縮など、窓口業務におけ
る市民サービスの向上が図ら
れる。

・土曜日開庁の準備を進め、平成20年４月からの第２・第４土曜日の午
前の開庁を実現した。

―

　平成１７年度か
ら事務改善を実
施するとともに、
平成１９年度に事
務室レイアウトの
再編を実施する。
［平成17年度
　　　　評価Ｂ］

市民活力
推進部

12

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効

果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
公共施設の計画的
な整備・保全
◆公共施設整備指
針の策定

【公共施設整備指針の策定】
　公共施設の機能や配置計
画などを見直し、施設需要や
利用者ニーズを反映する公
共施設整備指針を策定す
る。

　利用者のニーズに適合した
公共施設サービスを提供する
ことができる。

・旧４町を含め策定を進めている「維持保全計画」と「大規模事業評価制
度」との整合を図る必要性及び合併による公共施設機能の重複や政令
市移行による区割りを意識した配置検討が必要となることから、広く基本
的な考え方を検討した。

―

　平成19年度に
公共施設整備指
針を策定する。

企画部

13

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果
の

サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
公共施設の計画的
な整備・保全
◆公共施設整備指
針の策定

【大規模事業評価の導入】
　大規模事業の実施段階に
おいて、事前評価を行う仕組
みを確立する。

　大規模事業の必要性、妥当
性等の検証により、推進・継続
の是非を検討する仕組みを構
築し、政策判断（事業採択）の
プロセスの透明性を高めること
ができる。

・地方財政調査会に依頼し、大規模事業評価導入自治体への調査を実
施した。
・先進市の事例から検討すべき視点を絞り、行政評価検討委員会で、本
市の導入基準案について検討した。

―

　平成19年度に
大規模事業評価
制度を導入し、順
次実施する。

企画部

14

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳

出
の
抑
制

【重点プログラム】：
新たな増収策の推
進
◆企業立地の促進
並びに工業用地の
保全及び創出

【新たな産業用地の創出】
　新たな工業系産業用地を
創出する際の基準を策定す
る。

　成長産業の集積を促進し、
市内産業の活性化と雇用の創
出により税収増が図られる。

・新たな工業系産業用地を創出する際の区域については地理的特性等
を考慮し、特定保留区域の一部である２地区（麻溝台・新磯野地区、当
麻地区）を優先的に取り組みべき区域とし、地権者・県等との調整を実
施。
・利用検討ゾーン拡大のため、「津久井町特定地域土地利用計画」の変
更についての地域説明会を実施し、同意を経て県より承認された。

―

　平成１７年度に
工業系産業用地
創出に関する基
準を策定する。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］

企画部
まちづくり
事業部
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no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

15

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出

の
抑
制

【重点プログラム】：
市税等収納の強化
◆収納関係業務の
一元化による収納
力強化

【収納業務の一元化】
　市税その他諸収入金の収
納業務を一元化し、総合的
な徴収事務と納付相談を受
け付ける「（仮称）収納対策
課」を設置する。

　市税等の徴収部門が一元化
され、効率的で効果的な徴収
事務が適正に執行され、収納
力が強化される。
市民個々の事情に応じた総合
的な相談が行われ、納期内納
付の促進や、滞納の未然防
止・早期解消が図られる。

・市税等徴収対策推進本部会議を設置し、全庁的・総合的な徴収対策
等を検討するとともに、徴収関係課間の連携強化や徴収ノウハウの向上
を図った。
・納税課で保育料高額滞納案件の処理について検討を行った。
・使用料を含めた収納部門の徴収困難案件に特化した新組織「（仮称）
公共債権回収対策室）」の設置を検討した。

―

　平成１９年度に
「（仮称）収納対
策課」を設置す
る。

税務部

16

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出

の
抑
制

【重点プログラム】：
市税等収納の強化
◆収納関係業務の
一元化による収納
力強化

【市税以外の諸収入金の徴
収強化】
　諸収入金に係る督促、延滞
金及び滞納処分に関する条
例を制定し、市税以外の諸
収入金の徴収を強化する。

　市税以外の諸収入金の徴収
が強化されるとともに、公平性
が確保される。

・市税等徴収対策推進本部会議を設置し、全庁的・総合的な徴収対策
等を検討するとともに、徴収関係課間の連携強化や徴収ノウハウの向上
を図った。
・納税課で、各種収納関係研修会に収納関係各課は必要に応じ参加し
た。 ―

　平成１８年度に
諸収入金に係る
督促、延滞金及
び滞納処分に関
する条例を制定
する。
［平成18年度
　　　　評価Ｃ］

税務部

17

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出

の
抑
制

【重点プログラム】：
扶助費の抑制
◆市単独事業等の
見直し

【市単独事業等の見直し】
　市単独事業等について、
扶助対象者の見直し、受益
者負担の導入、事業の廃止
等基本的な考え方を明確に
するとともに、検診事業につ
いても、検診内容や委託単
価、受益者負担の見直しを
行う。

　計画的に見直しを行うことに
より、サービスの利用者にとっ
て公平性・公正さが確保される
とともに、扶助費の抑制が図ら
れる。

・平成20年度からの医療制度改革の関連などで、実施内容や委託単価
等の設定で調整を行ったが、事業の見直しや実質的な経費削減には、
つながらなかった。
　なお、受診率の向上のための取組として、健康診査・がん検診・肝炎ウ
イルス検診・お口の健康診査の受診券を一本化するなどした。（基本健
康診査受診率46.6％（18年度）⇒47.0％（19年度見込み）

－

　平成１７年度か
ら順次見直しを行
う。
［平成18年度
　　　　評価Ｂ］

福祉部

保健所
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達成済評価一覧　３５件のうち　　　　効果額があるもの　９件
no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

1

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【学校管理業務】
　学校作業員の業務につい
て、退職者不補充を原則と
し、順次民間委託を実施す
る。

　業務の民間委託により、行政
コストの削減と行政サービスの
向上が図られる。

・民間委託は既設校2校で実施した（計8校）。

＊5,666千円

　民間委託を順
次実施する。
［平成18年度
　　　　達成］

教育環境
部

2

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大

効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【給食調理業務】
　公立小学校給食調理業務
について、退職者不補充を
原則とし、順次、民間委託を
実施する。

　業務の民間委託により、行政
コストの削減と行政サービスの
向上が図られる。

・小学校４校について、新たに給食調理業務委託を実施。また１校は改
修工事後、委託を再開した。
（委託状況）
　　19年度：５校、給食調理員相当数23名分
　＊合計：委託数19校、2給食センター ＊52,398千円

　民間委託を順
次実施する。
［平成18年度
　　　　達成］

教育環境
部

3

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大

効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間開放
の推進

【図書館業務】
　図書館業務の非常勤化及
び民間委託を実施する。

　業務の非常勤化及び民間委
託により、行政コストの削減と
行政サービスの向上が図られ
る。

・平成19年10月からの相模大野図書館の民間委託を実施した。
・非常勤特別職員（２名）の活用により、平成20年度からの市立図書館正
規職員の1名減員を決定した。

＊24,005千円

　平成１８年度か
ら非常勤化・民間
委託を実施する。
［平成18年度
　　　　達成］

生涯学習
部

4

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の

抑
制

【重点プログラム】：
新たな増収策の推
進
◆企業立地の促進
並びに工業用地の
保全及び創出

【企業立地の促進】
　新規立地に対する助成、企
業立地促進融資制度の拡充
等の支援策を実施するととも
に、総合的に企業ニーズに
対応できる体制を構築し、企
業立地の促進を図る。

　成長産業の集積を促進し、
市内産業の活性化と雇用の創
出により税収増が図られる。

・本市に立地する企業等に対し奨励措置を講じ企業立地等の促進、市
民の雇用機会の創出及び拡大並びに工業用地の保全活用を図ることを
目的とする「相模原市産業集積促進条例」に基づき事業計画の認定を
行った。
　32件（内訳　新規立地9件、工場等新設21件、工場増設1件）
　総投資額　約5.99億円
・ 認定企業の内、操業を開始し奨励措置の適用を受けた企業　15社
　奨励金　　 約3.43億円

133,600千円
（収入増）

　平成１７年度に
企業立地等の促
進に関する条例
の制定、企業立
地等促進会議の
設置、支援策を
実施する。
［平成17年度
　　　　達成］

経済部
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no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

5

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の
抑

制

【重点プログラム】：
新たな増収策の推
進
◆企業立地の促進
並びに工業用地の
保全及び創出

【工業系産業用地の保全】
　工業用地の継承、工業系
産業用地の地区計画決定に
対する助成等の支援策の実
施により、工業系産業用地の
保全を図る。

　成長産業の集積を促進し、
市内産業の活性化と雇用の創
出により税収増が図られる。

・本市に立地する企業等に対し奨励措置を講じ企業立地等の促進、市
民の雇用機会の創出及び拡大並びに工業用地の保全活用を図ることを
目的とする「相模原市産業集積促進条例」に基づき事業計画の認定を
行った。
　工業用地継承1件
・ 工業地域、準工業地域にある工業団地組合への地区計画制度及び
奨励制度の説明会を実施した。
・田名清水原赤坂地区まちづくり協議会の設立を支援した。

3,179千円
（収入増）

　平成１７年度に
企業立地等の促
進に関する条例
を制定し、工業系
産業用地保全の
支援策を実施す
る。
［平成17年度
　　　　達成］

経済部

6

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の
抑
制

【重点プログラム】：
市税等収納の強化
◆納税意識の高揚

【意識啓発による滞納抑制】
　市で実施している税の滞納
処分の概要を公表する。

　「滞納は差押になる場合があ
る」ことを周知するなど警告的
な意識啓発を行うことにより、
安易な滞納が抑制される。

・納税意識の高揚を図るため、広報紙において滞納処分の概要の公表
を継続実施した。
[インターネット公売実績]
平成18年度　６件［動産４件・不動産２件]　　4,803,125円
平成19年度　51件[動産51件]　　　　　　　　　6,047,369円

6,047千円
（収入増）

　平成１７年度か
ら、滞納処分の概
要を公表する。
［平成17年度
　　　　　　達成］

税務部

7

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の

抑
制

【重点プログラム】：
扶助費の抑制
◆法定事業の見直
し

【生活保護に係る自立支援
プログラムの策定等】
　自立支援プログラム（被保
護者の自立を促進するため
の基本的な取組方針）を策
定する。また、医療費の適正
化に向けたレセプト点検方法
を確立する。

　生活保護自立支援相談員
（平成１６年度に設置）を中心と
した自立支援を行い、被保護
者の自立を促進するとともに、
レセプト点検を充実し、医療費
の適正化を図ることにより、扶
助費の抑制が図られる。

・自立支援プログラムの実施にあたり、ケースワーカーによるケース検討
表（アセスメントシート）を元に、自律支援調整会議を実施し、組織的・効
果的な対応を行なった。
・生活保護受給者等就労支援事業（ハローワーク）及び無料職業紹介事
業（市就職支援センター）と連携を強化し、被保護者の自立に取り組ん
だ。(90人が就労）
・診療報酬明細書（レセプト）の点検により、病状調査を実施した。主治
医の診断結果と被保険者の状況を勘案し、頻回受診の停止、他法制度
取得等保護者に応じた助言指導を実施した。

61,352千円
(うちレセプト
点検によるも
の27,517千

円）

　平成１７年度か
らレセプト点検を
実施し、平成１８
年度に自立促進
プログラムを策定
する
［平成18年度
　　　　達成］

福祉部

8

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の
抑

制

【重点プログラム】：
国民健康保険事業
特別会計の健全化
◆国民健康保険事
業特別会計の健全
化

【医療費の適正化等】
　保健事業を実施するととも
に、医療費通知の充実やレ
セプト点検等による医療費の
適正化を図る。

　加入者の健康意識の醸成や
健康増進が図られるとともに、
医療費が抑制され、国民健康
保険事業特別会計の健全化
が図られる。

・人間ドック・脳ドック、健康診査の実施
・レセプト点検の実施による医療費の適正化
・通知類への啓発標語の掲載や健康診査の健康度評価事業との連携、
健康づくりのつどいへの参加などにより啓発を行なった。

226,257千円

　平成１７年度か
ら保健事業及び
レセプト点検の充
実、平成１８年度
から医療費通知
の充実を図る。
［平成18年度
　　　　達成］

保険高齢
部
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no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

9

（
３

）
歳
入
の
確
保
と
歳
出
の
抑
制

【重点プログラム】：
低未利用資産の活
用等
◆売却処分の促進
（道路残地等）

【売却方式の見直し】
　処分・活用方針に基づき、
統一されたルールのもと、売
却方法及び手続の合理化や
測量に係る負担の在り方等
を検討し、処分可能なものに
ついて、売却処分を促進す
る。

　手続の合理化等により、隣接
地権者等への売却処分が促
進され、資産管理の適正化が
図られる。

・「未利用市有地等売払い実施要綱」に基づき、全庁的に統一したルー
ルでの売却処分体制を構築した。
　（売却実績）
　　件数9件　　面積347.30㎡　　金額13,872千円

13,872千円
（収入増）

　平成１７年度に
新たな売却方式
を確立し、平成１
８年度から新方式
による処分を実施
する。
［平成18年度
　　　　達成］

土木部
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その他評価一覧１６件　　　効果額のあるもの　１件
P-no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 見込まれる成果 平成19年度に取り組んだ内容・成果等 改善効果額（Ｈ19） 達成目標 担当部

1

（
２

）
最
少
経
費
で
最
大
効
果
の
サ
ー

ビ
ス

【重点プログラム】：
民間開放の推進
◆業務の民間委託
(個別業務）

【一般ごみ収集業務】
②民間委託による夜間収集
事業実施地区を拡大の結果
を参考に一般ごみ収集業務
に係る民間委託の在り方に
ついて検討・実施する。

　業務の民間委託により、行政
コストの削減と行政サービスの
向上が図られる。

・ごみ・資源の収集体制検討ワーキングを設置し、津久井地区のごみ・
資源の制度統合に合わせた、津久井クリーンセンター収集業務民間委
託の検討を行った。
・旧市における収集体制の見直しを行い、10名の収集作業員の減員を
図った。

＊65,314千円

平成１９年までに
一般ごみ収集に
係る民間委託の
在り方を決定し、
平成２０年度から
適宜実施する。

資源循環
部
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さがみはら都市経営ビジョン・アクションプラン

達成済評価一覧　３５件のうち　　　　効果額がないもの　２６件
no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 達成年度 担当部

1
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：市政運営への市民参加の促進
◆市民参加の仕組みの構築

【市民参加によるまちづくりを推進する条例の制定】
　都市計画マスタープランの実現のため、まちづくりの基本理念や市民、事業者、市の責務、市民主
体のまちづくりの仕組みなど、市民参加によるまちづくりを推進する条例を制定する。

［平成17年度
達成］ まちづくり計画部

2
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：市政運営への市民参加の促進
◆市民参加の機会の創出

【市民委員会によるパートナーシップ推進への支援】
　パートナーシップを推進するための市民組織である市民委員会への支援を行う。

［平成17年度
達成］ 市民活力推進部

3
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：市政運営への市民参加の促進
◆市民参加の機会の創出

【パートナーシップを推進するための市政情報提供の改善】
　パートナーシップを推進するための市政情報の内容や提供方法などを改善する。

［平成17年度
達成］ 市民活力推進部

4
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：パートナーシップの環境づくり
◆新たな公益的事業の創出支援

【市民活動サポートセンターの情報提供・相談機能の強化】
　新たな公益的事業を創出するため、市民活動サポートセンターにおける情報提供や相談機能を強
化・充実する。

［平成17年度
達成］ 市民活力推進部

5
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：パートナーシップの環境づくり
◆新たな公益的事業の創出支援

【パートナーシップ事業助成制度の推進】
　市民活動団体が他の団体と連携して行う新たな公益的事業に要する経費の一部を助成する制度
（パートナーシップ事業助成制度：平成16年度創設）を推進する。

[平成18年度
達成］ 市民活力推進部

6
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：行政の活動範囲の明確化
◆行政の活動範囲の明確化

【行政の活動範囲の見直し指針の策定】
　行政の活動範囲を明確化するための基本的な考え方を示す指針を策定し、事務事業の見直しを行
う。

[平成18年度
達成］ 企画部

7
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：団体支援の見直し（補助制度）
◆ゼロベースからの補助制度の再構築

【市民企画提案型補助制度の創設】
　市民自らが自立的・自発的で公益的な活動を企画・提案する「公募型」、「提案型」の補助制度を導
入する。

［平成17年度
達成］ 財務部

8
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：団体支援の見直し（減免制度） 【新たな減免制度の導入】
　平成１５年度に策定した「減免規定の基本的な考え方」に基づき、減免規定の改正を行い、新たな
減免制度を導入する。

［平成17年度
達成］ 企画部

9
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：行政評価制度の確立と戦略的な都
市経営の推進
◆戦略的な都市経営の推進

【経営評価委員会の設置】
　市民や学識経験者を構成員として、経営評価委員会を設置し、都市経営ビジョンの進行管理を行
う。

［平成17年度
達成］ 企画部

10
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：行政評価制度の確立と戦略的な都
市経営の推進
◆戦略的な都市経営の推進

【都市経営推進本部の設置】
　庁内に都市経営推進本部を設置し、都市経営ビジョンを推進する。

［平成17年度
達成］ 企画部

11
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

【指定管理者制度への移行】
　現在、管理委託を行っている公の施設については、原則として指定管理者制度に移行する。
　その他の公共施設においても管理運営体制の見直しを行い指定管理者制度への移行を検討す
る

[平成18年度
達成］ 総務局

12
（３）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

【車両管理事務】
①バスの運行委託②軽乗用車、軽貨物車のリース車両への切替え等を実施する。

[平成18年度
達成］ 財務部

13
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

【窓口業務】
①受付事務②電算事務③その他一般事務を対象とし、可能な業務の民間委託を実施する。

[平成18年度
達成］ 市民活力推進部
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no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容 達成年度 担当部

14
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

【コールセンターの設置】
　民間委託による全庁を対象としたコールセンターを設置する。

[平成18年度
達成］ 市民活力推進部

15
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：電子市役所の実現
◆電子市役所の実現

【インターネットによる市議会本会議中継】
　市役所本庁舎のみで行われている市議会本会議中継を、インターネットを利用して議会ホームペー
ジ上で視聴できるようにする。

［平成17年度
達成］

議会
事務局

16
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：電子市役所の実現
◆電子市役所の実現

【インターネットによるビデオ広報配信】
　ビデオ広報を、動画配信（ストリーミング）技術を活用してインターネット上で放映する。

［平成17年度
達成］ 企画部

17
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：窓口サービスの向上
　◆市民の視点に立った窓口サービスの改善と効率的
な事務執行体制の確立

【カスタマーセンターの設置】
　相談・苦情処理対応の迅速化を図り、対応結果を分かりやすく市民に公表するカスタマーセンター
を設置する。

[平成18年度
達成］ 市民活力推進部

18
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：窓口サービスの向上
　◆市民の視点に立った窓口サービスの改善と効率的
な事務執行体制の確立

【効率的な事務執行体制の確立】
①民間委託の推進（再掲）
②非常勤職員、再任用職員等の活用

[平成18年度
達成］ 税務部

（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：窓口サービスの向上
◆市民の視点に立った窓口サービスの改善と効率的な
事務執行体制の確立

③コールセンターの設置（再掲） [平成18年度
達成］ 市民活力推進部

19
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：公共施設の計画的な整備・保全
◆公共施設の維持保全

【公共施設保全計画の策定】
　公共施設の長寿命化を図り、良質なストックの活用を行うために、公共施設保全計画を策定する。

［平成17年度
達成］ 財務部

20
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：庁内分権の推進
◆庁内分権の推進

【権限の移譲による庁内分権の推進】
　各部門に部門内の職員配置及び予算配分等、一定の権限移譲を行う。

[平成18年度
達成］ 総務局

21
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：庁内分権の推進
◆意思決定の迅速化

【庁議システムの見直し】
　政策形成過程における庁議システム（役割・機能・運営体制）を見直し、庁内分権を推進する。

[平成18年度
達成］ 企画部

22
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：人事・給与制度の見直し
◆能力と実績に応じた人事・給与制度の導入

【職員評価制度と連動した新たな給与制度の検討】
　職責・能力・業績などが処遇・給与に反映される給料表の作成など、新たな給与制度の検討に取り
組む。

[平成18年度
達成］ 総務局

23
（３）歳入の確
保と歳出の抑
制

【重点プログラム】：市税等収納の強化
◆徴収事務に精通した職員配置の拡充

【徴収事務に精通した職員配置の拡充】
　税務署や県税事務所から職員を派遣してもらうことや、税務署OBを徴収員等として採用するなど、
外部から専門知識・技術に精通した職員を増員する。

[平成18年度
達成］ 税務部

24
（３）歳入の確
保と歳出の抑
制

【重点プログラム】：市税等収納の強化
◆納税環境の整備

【電子納付システム・コンビニ収納の導入】
　電子納付システムを導入するとともに、コンビニエンスストアでの税金収納を導入する。

[平成18年度
達成］ 税務部

25
（３）歳入の確
保と歳出の抑
制

【重点プログラム】：扶助費の抑制
◆法定事業の見直し

【母子家庭等に係る扶助事業の見直し】
　母子家庭等自立支援計画に基づき、自立支援策を充実・推進する。

［平成17年度
達成］ こども育成部

26
（３）歳入の確
保と歳出の抑
制

【重点プログラム】：低未利用資産の活用等
◆地域の資産としての活用（道路残地等）

【地域住民による管理の促進】
　売却処分が困難又は不適当とされたものについて、アダプト制度を導入し、花壇等として地域住民
による管理を促進する。

[平成18年度
達成］ 土木部
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その他評価一覧　１６件のうち　　　　効果額ないもの　１５件
no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容

1
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：パートナーシップの環境づくり
◆協働型の福祉コミュニティの形成

【福祉コミュニティの形成】
　地域福祉計画に基づき、行政と民間との役割分担の明確化を図るとともに、市民、地域団体、ＮＰＯ
等と連携し、協働型の福祉コミュニティの形成を目指す。

2
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：都市内分権の推進
◆市民自治の仕組みの構築

【市民自治の仕組みの構築】
　市民への啓発活動を行うとともに、モデル事業を実施し、新たな市民自治の仕組みを構築する。

3
（１）協働と分
権

【重点プログラム】：都市内分権の推進
◆市民に身近な行政サービス機能の地域行政機構へ
の移譲

【行政サービス機能の地域行政機構への移譲】
　市民に身近な行政サービス機能を地域行政機構に移譲する。

4
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：行政評価制度の確立と戦略的な都
市経営の推進
◆行政評価制度の導入等

【市民満足度調査の実施】
　行政サービスに対する市民満足度調査を実施し、施策の効果を定量的に検証する。

5
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間開放の推進

【公立保育所の民営化】
　公立保育所の民営化を実施する。

6
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

【情報処理システム関連業務】
（ホストコンピュータ関連業務）
①ホストコンピュータのオープン利用②ホストコンピュータの管理、運用等の民間委託

7
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

【職員研修事務】
　「果敢に挑戦する職員」の実現に向けた人材育成のため、業務の民間委託を実施する。

8
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

【税務事務（納税督励・申告書の処理・土地・家屋評価】
（法的要件に課題のない事務）　　＊代表例①納税督励事務②申告書処理事務③土地・家屋評価事
務等を対象とし、可能な業務の民間委託を実施する。

（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：民間開放の推進
◆業務の民間委託(個別業務）

（法的要件に課題のある事務）
①滞納処分事務②公売事務③実態調査事務④土地・家屋調査事務等については、適否を判断し、
可能な業務について、民間委託を推進する。

9
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：電子市役所の実現
◆電子市役所の実現

【システムの構築】
　情報化推進基本計画に基づき、各システムを順次整備・運用する。

10
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：電子市役所の実現
◆電子市役所の実現

【情報化推進基本計画の推進】
　情報化推進基本計画に基づき、着実に情報化の推進を図る。また、３年後に見直しを行い、ＩＴの技
術革新への対応を図る。

11
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：公共施設の計画的な整備・保全
◆公共施設の維持保全

【公共施設修繕計画の策定】
　施設のライフサイクルを考慮した改修を計画的に実施するための公共施設修繕計画を策定する。

12
（２）最少経費
で最大効果の
サービス

【重点プログラム】：職員定数の削減
◆職員定数の削減

【職員定数の削減】
　職員の長期採用計画に基づき、３年ごとに定数管理計画を見直し、各年平均１％の職員定数を削
減する。

財務部

総務局

企画部

こども育成部

企画部

総務局

税務部

税務部

企画部

企画部

担当部

福祉部

企画部

企画部
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no 区分 重点プログラム等 取組項目及び内容

13
（３）歳入の確
保と歳出の抑
制

【重点プログラム】：扶助費の抑制
◆法定事業の見直し

【就学援助費認定基準の見直し】
　要保護及び準要保護児童生徒就学援助費に係る認定基準の見直しを行う。

14
（３）歳入の確
保と歳出の抑
制

【重点プログラム】：低未利用資産の活用等
◆土地開発公社保有土地の取得及び代替地の処分

【土地開発公社保有土地の取得計画の策定】
　土地開発公社保有の事業用地について、①市による供用済土地②保有期間５年以上の長期保有
土地の取得計画を策定する。

15
（３）歳入の確
保と歳出の抑
制

【重点プログラム】：低未利用資産の活用等
◆土地開発公社保有土地の取得及び代替地の処分

【代替地の処分計画の策定】
　代替地の処分計画を策定し、代替地の積極的な売却処分を行う。

担当部

教育環境部

企画部

企画部
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数値目標

【重点プログラム】：職員定数の削減

　　　　　　　　４，９１９人（H１７年度）　→　　４，５９０人（H２２年度）　合計３２９人削減

                 ◆職員定数の削減

                 □□     「職員定数管理計画」に基づき25人の職員定数の削減を実施した。    □□

【重点プログラム】：市税等収納の強化
【目　　　　　 　 標】：市税等の現年度分収納率を向上させる。                                               　　　　　　　　Ｈ１９年度収納率
　　　　　　　■　市税（国民健康保険税を除く）　９８．３％（平成15年度）　→　９８．５％（平成19年度）　　　　　　　　　 　　　　　　９８．５％
　　　　　　　■　国民健康保険税　　　　　　　　　８８．６％（平成15年度）　→　９０．０％（平成19年度）　　　　　　　　　　　 　　　　９０．１％
　　　　　　　■　保育料　　　　　　　　　　　　　　　９８．７％（平成15年度）　→　９８．８％（平成19年度）　　　　　　　　　　　　　　　 ９７．３％
　　　　　　　■　住宅使用料　　　　　　　　　　　　９７．９％（平成15年度）　→　９８．５％（平成19年度）　　　　　　　　　　　　　　 　９８．５％
　　　　　　　　　　　◆徴収事務に精通した職員配置の拡充

【重点プログラム】：市債発行の抑制
【目               標】：平成１７年度～平成１９年度の市債発行額を、４８０億円以内とする。
　　　　　                公債費負担比率について、１５パーセント以下を維持する。

　　　　　　　　□□     平成１７～１９年度の合計発行額は　４１２億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１9年度の公債費負担比率は　１３．３％ □□

【重点プログラム】：国民健康保険事業特別会計の健全化
【目              標】：収納率の向上、医療費の適正化等により国民健康保険事業特別会計の健全化を図り、一般会計か
                        らの繰入金を減少させる。
　　　　　　　　　　　■一般会計からの繰入金（健全財政化調整分）の減額
　　　　              　　平成１５年度決算　２４億円
　　　　　　　　　　               　　　→　平成２５年度決算　１２億円（平成１７年度からの９年間で半減）     平成19年度      １３ 億円
　
                        ■現年度分の保険税収納率を９０パーセント以上とする。                                        平成19年度      ９０．１％
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